
下ろし地域内配送の外部委託による労働時間削減 熊本県

［1 ．実施者の概要 ］
熊本県経済農業協同組合連合会（経済連）

有限会社国際急送、一般貨物自動車運送事業者(78台）

宇城農産輸送株式会社、一般貨物自動車運送事業者(20台）

熊本交通運輸株式会、一般貨物自動車運送事業者(116台）

青果物

►発荷主企業

►運送事業者

►荷種

［2 ． 事業概要 ］
●熊本県から大消費地である関西、関東向けの長距離運行では、青果物という特性上、遅くとも出荷翌々

日着が求められるため、拘束時間、運転時間等の改善基準告示の遵守が極めて困難な状況にある

●このため、積込み作業体制の強化、フェリーの活用など、従来から改善対策を講じている。しかし、多

点下ろしによる配送地域内の運転時間、荷役時間に関しては、有効な手立てが打てていなかった

•そこで、関東地方において市場配送を請け負う運送会社に、一部の市場への配送を現地で委託する

「配達分離」の実験を行い、下ろし箇所数の削減による労働時間の削減効果と発生するコストを検証し

た
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6市場7社への配送のうち、3市場3社の配送を委託した例。
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● 運転時間は2時間00分短縮できた

● 拘束時間を全体としては1時間50分短縮できた

● 下ろし地での荷役時間は、下ろし時間の削減と積替え時間発生が相殺し、目立っ

た効果には至らなかった

● 小ロット下ろし先を委託する場合には、発生するコストに対してある程度の改善効

・ 果を得ることができた...............................................................................................................................
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"§ 4
●熊本県から青果物を関東地方までの複数の市場に、選果後翌々日早朝のセリに間に合うよう配送すー·-

る必要があるため、休憩時間・休息期間を充分に取れない運行が常態化している。特に初日から2日

目の運行において、改善基準告示の遵守が困難な状況にある

●岡山を境に関西以遠の運行便には新門司港～大阪南港間のフェリーを活用するなどの対策を講じて重ヽ

きたが、多点下ろしとなる配送地域での運転時間、荷役時間の削減には有効な対策がとれていなか：

た

•関東地方で市場配送を請け負う運送会社に一部の市場への配送を現地で委託する「配達分離」の実

験を行い、下ろし箇所数の削減による労働時間の削減効果と発生するコストについて検証した

●全配達先のうち、原則として100ケース未満の小ロット下ろし地を委託対象とした

l 5．結果（甜平均） ］

始業から最終下ろし地荷下ろし終了までの 始業から最終下ろし地荷下ろし終了までの 下ろし地荷役時間
拘 束 時 間 運 転 時 間

      03 7lIIIrl|l    -従来運行

＿ ■積替え■下し荷役

    do:so
j 03:00|

|実験運行実験運行 15:3626:43

「1時間50分の短縮7 「― 2時間00分の短縮

※下ろし箇所数：平均6.7箇所のうち、2~3箇所を委託した。

※委託費 ：効果的なケースでは3箇所69ケースの配送を、

約5千円で委託し切り離すことができた

          1  03
分の短縮だが、積替えに50分を
要し、差し引き13分の短縮

［6．荷主釦農軍差事業者の刈介 ］

●ルートの早い地点で委託先に積替える場合は、自社便と並行して配達されるため、
市場納品時間を全体として早めることができる

●拘束時間、運転時間が短縮された。ただし荷役時間は積替え時間との相殺で効果小

●小ロット先のみを委託できたケースでは、費用対効果を得ることができた

発荷主

運送事業者

[ 7.'鴫］
●配送エリアに小ロットの下ろし先が複数ある場合に効果的な改善策である。しかし、ロット数が大きい場

合は委託費が高額となり利益を圧迫する

＜課題＞・配送委託コストの負担について、負担者・負担額等の検討、協議が必要である（契約明示）

・委託先輸送能力の判断（農産物への対応力、冷蔵施設の能力等）

・納入ロットの拡大、下ろし箇所数の集約に向けた発荷主の一層の協力

・納品地域のみの配達委託では出発初日の運転時間、拘束時間が削減されない

•長距離輸送では、高速道路の速度制限の見直し、高速道路料金の低減等が必要
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